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はじめに 

 

2025年４月に物流関連の２つの法律「物資の流通の効率化に関する法律」と「貨物

自動車運送事業法」が改正され、そのうちの１つの「物資の流通の効率化に関する

法律」（以下、改正物効法。新物流効率化法とも呼ばれています）では、すべての荷

主企業、物流事業者等が物流効率化のために取組むべき措置について、努力義務が

課せられるようになりました。 

このお役立ち資料では、改正物効法で荷主・物流事業者のそれぞれに求められるポ

イントと、その中で主に謳われている荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組みを中

心に、DXツールを活用した今後の対策について解説したいと思います。 

 

 

１． 改正物効法のポイント 

（１）2024 年問題と物流業界への影響 

まずは改正物効法の背景からお話しします。我が国では、トラックドライバーの働

き方改革に関する法律が 2024年４月から適用され、物流の停滞が懸念される「2024

年問題」に直面しています。 

 

働き方改革の一環として、時間外労働の上限が労働基準法によって規定されました。

トラックドライバーの業務等については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣

行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、

2024年４月に時間外労働の上限が年間 960時間となりました。また、これに併せ自

動車運転業務従事者を対象とする「改善基準告示」も改正され、同時適用されてい

ます。 

 

その影響として、物流の適正化・生産性向上について対策を講じずにこのまま推移

すれば、2030年度には輸送能力が約 34％不足すると推計されています。トラック運

送可能総時間が減少し、物流と経済に大きなマイナスの影響が懸念されています。

何もしなければ、輸送力は不足していく一方となります。 
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図１．物流 2024年問題と物流業界への影響 

出所：経済産業省 HP「第３回 持続可能な物流の実現に向けた検討会、資料 1「物流の
2024年問題」の影響について（ＮＸ総合研究所）」を参考に一部加工 

 

（２）2024 年問題対策としての政策パッケージ 

この 2024 年問題への対策として、日本政府は 2023 年６月に関係閣僚会議において

「物流革新に向けた政策パッケージ」を発表し、2023年 10月には「物流革新緊急パ

ッケージ」が公示されました。そこでは「商慣行の見直し」「荷主・消費者の行動変

容」「物流の効率化」の３本柱を掲げて、13の具体的な施策が提言されています。 

この「政策パッケージ」に基づく施策の一環として、「物流の適正化・生産性向上に

向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」も策定され、各業界

団体に自主行動計画の取組みを促しています。 

 

図２．物流革新緊急パッケージの概要 

出所：内閣官房「物流革新緊急パッケージ（令和５年 10月６日我が国の物流の革新 
に関する関係閣僚会議決定）」を参考にＮＸ総合研究所 作成 

• 政府は、2030年度の輸送力不足（何もしなければ34％の不足）の懸念解消に向け、可能な施策の前倒し
を図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととして「物流革新緊急
パッケージ」を策定

○トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強

化

○現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算

による「標準的な運賃」の引き上げ

○適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での

法制化を推進

３．商慣行の見直し１．物流の効率化

２．荷主・消費者の行動変容

○即効性のある設備投資・物流DXの推進

○モーダルシフトの推進

○トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の
多様化の推進

○物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形
成支援

○標準仕様のパレット導入や物流データの標準
化・連携の促進

○燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進（
物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等）

○高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置
の継続

○道路情報の電子化の推進等による特殊車両
通行制度の利便性向上

○宅配の再配達率を半減する緊急的な取組

○政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進

強化

◆時間外労働の上限規制の適用

・ドライバーは2024年4月から年960時間（月平均80時間）

◆改善基準告示の改正への対応

・2024年4月から1年間の拘束時間3,300時間(≒時間外労働の上限規制年960時間)

規制への対応

物流業界への
影響

（輸送能力の低

下）

試算

想定

輸送条件やドライバーの労働条件が現状と

変わらないとすると

2024年▲14.2％

年間拘束時間3,300時間を超
える部分は運べなくなると想定

試算

結果

営業用トラックで

不足する輸送能力

2024年問題
＋ドライバー不足で

2030年▲34.1％

2024年問題の影響
自動車運転業務にも時間外労働上限規制が適用

トラック運送可能総時間が減少し、物流と経済に大きなマイナスの影響

「物流の効率化」「商慣行の見直し」「荷主・消費者の行動変容」へ
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（３）物流関連２法の改正 

前述の背景から、物流関連２法（※）の一部が改正され、令和７年４月に施行され

ました。「物資の流通の効率化に関する法律」については、かつて「流通業務の総合

化及び効率化の促進に関する法律」と呼ばれていた法律を改定して改称したもので、

荷主や物流事業者に対し、物流効率化に関する取組みをまとめたものです。 

一方で「貨物自動車運送事業法」は、トラック運送事業者の事業遂行における取組

みを定めたものとなります。 

 

改正物効法は、2024年問題によるドライバー不足の解消に向けて、物流事業者だけ

でなく、荷主事業者に対しても取組みを求めており、ドライバーの労働環境の改善

と、限りあるドライバーの生産性向上を目的としていることが伺える内容となって

います。 

※物流関連２法：「物資の流通の効率化に関する法律（改正前は「流通業務の総合化

及び効率化の促進に関する法律」）」と「貨物自動車運送事業法」 

 

図３．物流関連２法の改正ポイント 

出所：国土交通省 HPを参考に株式会社ＮＸ総合研究所が作成 

 

（４）荷主・物流事業者に対する規制的措置 

改正物効法においては、荷主（発荷主・着荷主）と物流事業者に対し、物流効率化の

ために取組むべき措置が努力義務として課されました。 

この取組むべく措置には、国が判断基準を策定しています。国は、この判断基準を

もって、各事業者の取組状況に対し、指導・助言、調査・公表を実施するとしています。 

 

また、事業者のうち一定規模以上の事業者（特定事業者）については、中長期計画

の作成や定期報告等を義務付けています。中長期計画の実施状況が不十分な場合、

物流関連2法（※）の一部が改正され、法律案が2024年4月26日に成立、令和７年４月１日施行
※物資の流通の効率化に関する法律（改正前は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」）、貨物自動車運送事業法

物流業界全体を効率化するための取り組み

を、物流事業者と荷主事業者の双方へ求め

ている。

（例として、パレットを用いた荷役時間の短縮、複

数企業が協力して運送する共同配送等）

商習慣として口頭による約束で対価もあい

まいなままの契約は注意が必要。

下請けは2次までにすることが努力義務にな

り、協力会社を含めて取引体制を見直しを求

めている。

１．物資の流通の効率化に
関する法律（改正物効法：
新物流効率化法）
⇒荷主・物流事業者に対す
る規制的措置

２．貨物自動車運送事業法
⇒トラック事業者の取引に
対する規制的措置

◼すべての荷主・貨物自動車運送事業者等は物流効率化へ取り組むこと（努力義務）
◼特定事業者は中長期計画の作成、定期報告をすること（義務）
◼取り組みが著しく不十分であるときは、荷主事業所管大臣が勧告、公表、命令を
行うことができる
◼特定事業者の荷主は、物流統括管理者を選任すること（義務）
◼罰則として、特定事業者が命令に従わなかった場合等、100万円以下の罰金

◼運送契約において、役務内容や対価等（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む）
について記載した書面を交付する（義務）
◼運送事業者が運送を下請けに出す場合は、運送費用の概算額を把握した上で申し
込む、運賃が概算額を下回る場合は、荷主へ交渉を申し出る、2次下請けまでに制

限する（努力義務）
◼下請けに出す輸送重量が一定規模以上の事業者は、管理規程を作成し、責任者を
選任する（義務）
◼元請事業者は、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿を作成する
（義務）
◼その他、軽トラック事業者に対する規制的措置

主な改正内容 ポイント
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国が勧告・命令を実施されます。 

さらに、特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者（CLO：Chief Logistics Officer）

の選任が義務付けられています。 

 

図４．荷主・物流事業者に対する規制的措置 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 

 

（５）荷主・物流事業者の判断基準のポイント 

国は判断基準のポイントとなる、努力義務として物流効率化のために取組むべき措

置として、取組の例を示した判断基準・解説書を今年４月に示しています。 

大きく３つの取組、①積載効率の向上、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮

があげられており、荷主・物流事業者それぞれ、取組むべき措置として判断基準を

設けています。 

図５．荷主・物流事業者の判断基準のポイント 

 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 

物流効率化法における国全体の
令和10年度までの目標

①トラックドライバー1人当たり
年間125時間の拘束時間の短縮
（1運行の荷待ち時間・荷役等時
間を2時間以内、1回の受渡しご
との荷待ち時間・荷役等時間を1
時間以内にする）

②全体の車両で積載効率44％に
増加（5割の車両で積載効率50%
を実現）
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（６）貨物運送事業者等に係わる判断基準 

貨物運送事業者については、輸送網を集約、配送の共同化、実車率の向上、配車・運

行計画の最適化、大型車両の導入による貨物の総量の増加などがあげられています。 

不足するドライバー１人当たり貨物量を増やすために、輸送網の集約や配送の共同

化を行い、物量効率化に向けた努力を促しています。 

 

図６．貨物運送事業者等に係わる判断基準 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 

 

（７）荷主の判断基準 

荷主事業者には、①積載効率の向上、②荷待ち時間の短縮、③荷役等時間の短縮が

あげられています。 

荷主事業者には、荷物を発送する側の発荷主と荷物を受け取る着荷主がいますが、

この改正物効法では、発荷主だけでなく、着荷主も規制の対象になっていることが

大きな特徴です。 

 

特に、混雑時間を回避した日時指定や、出荷・納品日時の分散による荷待ち時間の

短縮、パレット、かご車の導入による荷役等の効率化などは、発荷主と着荷主との

連携が重要になってくるでしょう。 
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図７．荷主（発荷主・着荷主）の判断基準 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 

 

（８）特定事業者の指定基準値 

前述したように、荷主・物流事業者のうち一定規模以上の事業者には、特定事業者

として、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けています。 

貨物運送事業者は保有車両台数 150 台、荷主事業者は年間の取扱貨物量が９万トン

以上で、各事業者が発荷主の立場、着荷主の立場があるかと思いますが、それぞれ

の立場での重量を指すことが重要なポイントです。 

 

定期報告の中には、先ほどご説明した判断基準の遵守状況や、取組に関する状況、

荷待ち時間等の状況が含まれていますが、一定の規模の取扱貨物量がある荷主事業

者は、発荷主側、着荷主側の両方の立場で荷待ち時間等の状況を把握しなければな

りません。 

 

特定事業者については、努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場合、国が勧告・

命令を実施される厳しいものとなっています。 
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図８．特定事業者の指定基準値 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 

 

（９）物流統括管理者（CLO）について 

特定事業者のうち荷主には、さらに物流統括管理者の選定が義務付けられており、

事業運営上にも重要な役員クラスの方を選任することになっています。 

荷主事業者に対してこのような義務付けは異例なことですが、荷主企業を巻き込ん

だ取組みを重視されているのがわかるかと思います。 

役割としては下に載せておりますが、特にトラックドライバーの運送・荷役等の効

率化のための設備投資、デジタル化が注目されます。 

 

図９．物流統括管理者（CLO）について 

 

出所：国土交通省資料「物流効率化法について（物流改正法）」 
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２． ＤＸツールを活用した対策 
（荷待ち・荷役時間の可視化ツール「どらたん」のご紹介） 

 

改正物効法の中で謳われている、荷待ち・荷役時間短縮のための可視化ツールとし

て、弊社のサービス「どらたん」のご紹介をいたします。 

「どらたん」は LINEを使って運行管理ができるツールで、もともとはドライバーの

長時間労働是正に役立てていただこうと開発したツールです。 

最近では、特に 2024年問題対策や法改正を受けて、荷主企業や元請の物流事業者か

らのお問い合わせが多くなってきています。 

 

図 10．LINEを使った運行ツール「どらたん」 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

（１）「どらたん」の基本機能 

これは、「どらたん」の LINEの基本画面です。「どらたん」の WEB管理画面で予めド

ライバーをマスタ登録します。ドライバ―は専用の QRコードから「どらたん」を友

だち登録し、トーク画面を開くと「どらたん」専用の画面が表示されます。画面上

部がみなさんおなじみの LINEの対話画面で、画面下部が「どらたん」専用の作業パ

ネルです。これらを操作しながら、作業実績を取得します。 

 

例えば、仮にこれから集荷先に到着して、手待ち・積込みが発生したとします。 

手待ちを計測する場合、Ａ：運行のパネルをタップします。そうすると、運行に関

連する作業項目が対話エリアに表示されます。左右にスワイプすると、他の作業を

確認することができます。 

この中から手待ちを探して、タップします。そうすると、「どらたん」が「手待ちを

登録しました」と回答してくれるので、ここから手待ち時間の記録の開始となります。 

運行管理がリアルタイムで容易に！
運転日報の手書きが不要に！

かんたんに

スグに 低コストで

LINEによる対話型
アプリケーション！

ドライバーを探究する
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さらに、手待ちを押した場合、それに付随して「どらたん」が位置情報を聞いてき

ます。「地図を開く」をタップすると、GPSのマップが開きます。今いる場所を確認

して、「この位置を送信」をタップします。これで、手待ちをしている位置情報が記

録されます。 

集配先に「汐留 LC」と表示されていますが、WEB であらかじめ登録したマスタの情

報をもとに、位置情報から自動で推測した集配先の名前で記録されています。これ

により、集配先の名前で集計するなどに役立てることができます。  

 

このように、作業と併せて、それに関連する位置情報や、質問、数量やメモ、メータ

ー値の情報の記録することができます。 

普段の LINEを使って、対話方式でかんたんに操作することができること、作業項目

や付随する情報を自由にカスタマイズできることが「どらたん」の特徴です。 

 

図 11．「どらたん」基本機能（作業や位置情報の登録） 

 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

（２）活用方法① ～集配先別の荷待ち時間・積み下ろし時間を把握する～ 

「どらたん」では、WEBの管理画面で集配先をマスタに登録しておくことで、スマホ

の LINEで位置情報を入力した際に、住所から自動判定し集配先名データを取得でき

ます。さらに、取得したデータを使って、集配先別に荷待ち時間・積下し時間のデ

ータの集計ができます。 

 

ここでは、30分以上生じた作業を確認していますが、これらの取得したデータを荷

待ち・荷役時間の料金請求や改善提案のエビデンスとして活用することができます。 

 

■荷主都合による手待ち時間を入力する場合 LINEから送信される
緯度・経度情報から
集配先を自動判定

左右にスワイプ

作業や位置情報を登録
普段から利用しているＬＩＮＥを使い、対話方式で入力するため直観的に操作できます
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図 12．「どらたん」による集配先別の荷待ち時間・積み下ろし時間の把握

 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

（３）活用方法② ～複数の委託先の運送事業者の運行を管理する～ 

「どらたん」の具体的な機能の活用事例をご紹介します。この例では、複数の委託

先の運送事業者（協力会社）がある場合の、「どらたん」の「部署」という機能を活

用した事例です。 

協力会社別のグループを作成、グループ別にドライバーを割り当てて登録し、計測

を行うことで、協力会社別のドライバーの運行状況や作業時間を管理することがで

きます。 

 

図 13．「どらたん」の「部署」機能の応用（協力会社別の登録と管理） 

 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

集配先別の荷待ち時間・積み
下ろし時間を把握したい

集配先マスタ登録し、位置情報か
ら自動判定、荷待ち・荷役時間を

記録

集配先をマ
スタ登録

集配先ID 集配先名 住所 日付 部署名
ドライ

バーID
ドライバー 運転 手待ち（荷主都合） 手待ち（自社都合） 給油 積込み 荷卸し 休憩 その他

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/12 A運送店 101 ドライバー１ 1:22 0:15 1:01

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/12 A運送店 102 ドライバー２ 1:25 0:32

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/12 A運送店 103 ドライバー３ 0:19 0:28 1:45

1011 配送先B 東京都○○区 2021/1/12 A運送店 104 ドライバー４ 0:36 0:49

1012 配送先C 東京都○○区 2021/1/13 A運送店 105 ドライバー５ 0:02 0:12

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/13 A運送店 105 ドライバー５ 0:35 0:25 0:55 1:07

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/14 A運送店 105 ドライバー５ 1:05 0:05 0:05 0:19 1:00 0:27

1012 配送先C 東京都○○区 2021/1/14 A運送店 106 ドライバー６ 0:11 0:09

1300 集荷先A 東京都○○区 2021/1/14 A運送店 107 ドライバー７ 0:23 0:28 1:01 0:26

1012 配送先C 埼玉県〇〇市 2021/1/14 A運送店 108 ドライバー８ 0:35 0:13

1012 配送先C 東京都○○区 2021/1/15 A運送店 109 ドライバー９ 0:55 0:15 1:07

1012 配送先C 東京都○○区 2021/1/15 A運送店 110 ドライバー１０ 0:25 0:08

1012 配送先C 神奈川県〇〇市 2021/1/15 A運送店 110 ドライバー１０ 0:11 0:09

1001 集荷先A 東京都○○区 2021/1/15 A運送店 111 ドライバー１１ 0:47 0:01 0:40

集配先の荷待ち・積
卸作業時間を集計

集配先を位
置情報から
自動判定

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

部署 ドライバーID ドライバー名 作業 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 総計 構成比

A運送A営業所 ドライバーA 運転 2.3 3.3 2.6 3.4 6.9 2.2 2.5 3.8 3.1 1.7 3.7 5.2 6.6 88.0

A運送A営業所 ドライバーA 積込み 0.3

A運送A営業所 ドライバーA 荷下ろし 4.5

A運送A営業所 ドライバーA 手待ち（自社都合） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4

A運送A営業所 ドライバーA 手待ち（荷主都合） 2.7 4.9 4.5 4.7 3.2 3.0 2.4 2.0 4.5 4.0 2.0 62.1

A運送A営業所 ドライバーA 附帯作業 0.3 2.2 1.1 0.7 1.2 0.5 0.0 0.4 1.7 0.3 0.0 9.2

A運送A営業所 ドライバーA 横持ち・縦持ち 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 2.1

A運送A営業所 ドライバーA 検収・検品 0.0 0.4 1.1 0.1 1.6

A運送A営業所 ドライバーA 商品仕分け 0.8

A運送A営業所 ドライバーA はい作業 2.0 1.9 1.7 0.3 1.8 2.2 0.3 1.8 0.9 1.5 0.1 15.0

A運送A営業所 ドライバーA 棚入れ 0.0

A運送A営業所 ドライバーA ラベル張り 2.6

A運送A営業所 ドライバーA その他 0.0 0.0

A運送A営業所 ドライバーA フェリー 0.8 0.1 1.0 1.2 0.9 1.3 2.2 1.0 1.6 1.3 0.7 1.9 0.8 24.6

A運送A営業所 ドライバーA 休憩 0.0 0.0

A運送A営業所 ドライバーA その他 9.5 16.0 12.1 14.2 10.7 0.0 12.8 13.3 13.2 13.9 13.6 12.4 13.9 13.1 281.6

ドライバーA 合計 17.7 29.0 23.1 24.5 18.4 0.0 22.5 23.9 21.1 22.9 25.3 22.7 23.4 20.5

A運送A営業所 ドライバーB 運転 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.2 2.1

積込み 2.3 3.3 2.6 3.4 6.9 2.2 2.5 3.8 3.1 1.7 3.7 5.2 6.6 88.0

荷下ろし 0.3

手待ち（自社都合） 4.5

手待ち（荷主都合） 10.7

附帯作業 0.3

横持ち・縦持ち 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.4

検収・検品 2.7 4.9 4.5 4.7 3.2 3.0 2.4 2.0 4.5 4.0 2.0 62.1

商品仕分け 0.3 2.2 1.1 0.7 1.2 0.5 0.0 0.4 1.7 0.3 0.0 9.2

はい作業 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 2.1

元請A運送会社
担当

元請B運輸会社
担当

ドライバーをグループ化し、
運送事業者別の運行・作業時間を管理

「部署作成」機能を活用
し、顧客別（ここでは、
担当の顧客元請運送事業
者の別）にグループを作

成

担当のドライバーに
作成したグループを
割り当て、運行状況
や、作業時間を管理。

運送会社別に運行管理を行いたい

①グループ作成

②グループ割り当て

③協力会社別の
運行状況の

管理（運行照会）

④協力会社の作
業時間の管理
（データ集計）
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（４）活用方法③ ～集配先別に詳細な附帯作業を記録する～ 

ドライバー長時間労働の要因としては、荷待ち・荷役作業時間の他に、附帯作業も

あげられます。集配先で、その時どのような附帯作業が生じたのか、どれくらい時

間がかかったのか正確に把握できていなかったり、そのために現状も適正な料金を

収受できていないままになっていたりといった課題があげられるかと思います。 

 

特にデジタコでは詳細な附帯作業の内容まで記録することはできません。そのため、

この附帯作業時間を正確に把握することを目的に、「どらたん」を利用するケースも

増えてきています。 

 

「どらたん」を活用する場合には、現状生じていていると思われる業務や計測した

い対象に応じて作業名をカスタマイズし、「商品仕分け」、「棚入れ」、「ラベル張り」、

「搬送」などの詳細な附帯作業項目を設定します。 

項目にない作業が生じるケースがあれば、「その他附帯作業」という作業項目を作っ

ておき、メモで入力してもらう方法もあります。 

 

下記の事例では、位置情報から配送先を特定し、作業を記録して解決を図っていま

す。計測したデータを使えば、分析ツールで集配先別のドライバー別等の附帯作業

を把握することができます。 

 

図 14．「どらたん」による配送先別の附帯作業の把握 

 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

 

把握したい附帯
作業に合わせて、
作業名を編集。

デジタコでは記録できない附帯
作業を詳細に記録したい

デフォルトの作業名を
編集し、作業を記録。

①作業名の編集

日付 部署名 ドライバーID ドライバー 集配先ID 集配先名 住所 手待ち（荷主都合） 手待ち（自社都合） 積込み 荷卸し

2018/1/1 A運送B営業所 Q100001 ドライバーA 112 A社 千葉県市原市××× 0:54 0:40 4:15

2018/1/1 A運送B営業所 Q100003 ドライバーC 34 B社 千葉県成田市××× 0:40 1:00 0:25

2018/1/1 A運送C営業所 Q100015 ドライバーO 567 C社 東京都江東区××× 1:05 1:40 3:59

2018/1/1 A運送C営業所 Q100016 ドライバーP 765 D社 東京都青梅市××× 1:44 0:40 2:07

2018/1/1 A運送C営業所 Q100020 ドライバーV 253 E社 千葉県船橋市××× 0:52 0:15 3:00

2018/1/1 A運送C営業所 Q100020 ドライバーV 225 F社 東京都江東区××× 1:45 1:00 1:44

2018/1/1 A運送C営業所 Q100020 ドライバーV 158 G社 東京都江東区××× 0:47 0:40 0:52

2018/1/2 A運送B営業所 Q100001 ドライバーA 587 H社 埼玉県草加市××× 0:45 0:15 0:12

2018/1/2 A運送B営業所 Q100001 ドライバーA 999 I社 千葉県成田市××× 1:20 0:40 0:45

配送ルート別に
作業を設定。

②LINEでの計測
⇒位置情報から配送先
の名称（事前にマスタに
登録しておく）を取得し、
そこでの附帯作業を記録

分析ツールで
配送先別、ド
ライバー別等
の附帯作業を

集計

③卸先別の附帯作業の集計

配送先を位置情
報から自動判定



 
 

13 
 

３． ＤＸツール（どらたん）を活用した 

荷待ち・荷役時間の把握・短縮に向けた取組み事例 
 

巷には荷待ち・荷役時間を計測する DXツールが増えてきておりますが、ここでは当

社の DXツール（どらたん）を活用した、荷待ち・荷役時間の把握・短縮に向けた取

組み事例を中心にご紹介いたします。 

これまでは、運送事業者が手書きによる紙日報をなくしたいといった課題があり、

「どらたん」を活用する事例が多かったのですが、最近では 2024年問題の対応へ向

けたお問い合わせが増えています。 

 

（１） 取組み事例①  

～荷主企業や元請運送事業者が 

傭車の荷待ち・荷役時間等の実績を一括管理～ 

 
これは、荷主事業者または元請運送事業者（物流子会社）が「どらたん」を申込み、

傭車（実運送事業者、協力事業者）に対し、「どらたん」による運行実績の記録をお

願いし、データの一括管理を行う事例です。 

ここでは、元請事業者が「どらたん」を活用して一括管理し、「どらたん」で取得し

たデータをエビデンスとして、荷主事業者に対し荷待ち・荷役時間の料金請求や改

善要望を行ったり、実運送事業者への料金の支払いを行ったりする仕組みを構築し

ています。 

 

図 15．「どらたん」による傭車の荷待ち・荷役時間等の一括管理 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

実運送
事業者

荷主
工場

配送先

調達先

どらたん
サーバ

調達先

A運送事業者

B運送事業者

C運送事業者

配送先

D運送事業者

物流子会社
元請け運送
事業者

荷待ち・荷役
時間の一括管理

A運送事業者

実運送
事業者

荷待ち・荷役
料金支払い

委託 請求
改善提案

荷待ち・荷役
料金支払い

どらたんで
荷待ち・積込
み時間を計測

荷待ち・
積込み時間データ

荷待ち・
荷下ろし時間
データ

荷待ち・
荷下ろし
の発生

荷待ち・
積込みの
発生

どらたんで
荷待ち・荷下ろし

時間を計測

荷待ち・荷役
時間を
一括管理
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（２） ＤＸツール（どらたん）の利用事例②   

～小売り事業者のセンター向け配送センターにおける 

荷待ち・荷役時間の取得～ 

 

こちらは小売り事業者のセンター向けに配送している物流センターを起点にして、

荷待ち・荷役時間の取得を主に「どらたん」で計測している事例です。 

このセンターでは、配送先別にセンターの出発時刻が決められていました。曜日別

の繁閑差が生じており、繁忙日には出荷準備が整わず、車両の待機時間が発生し後

続の車両にも影響が出ていました。 

改善の方向性として、繫忙曜日は朝の出発時刻を後ろ倒しにするなどの調整・見直

しをしています。 

 

また、自社のセンターだけでなく、配送先の荷待ち・荷役時間を取得しています。

複数の配送先で荷卸しの時間がかかることがドライバーから報告されていました。

例えば、荷卸し作業でソーターへの荷卸しの時間が多くかかっているなどです。 

「どらたん」により荷卸しの時間を計測、エビデンスとしてのデータを集計し、着

荷主側へ改善の要望をすべく、発荷主への相談のもと進めています。 

 

図 16．「どらたん」による傭車の配送センターにおける荷待ち・荷役時間の取得 

 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

 

 

 

配送先
小売り事業者物流センター

物流事業者
物流センター

物流
センター1

NX
総合研究所 DXツール

DXツールの
導入支援

物流
センター2

センター3

ドライバ―

「どらたん」で
配送先の

荷待ち・荷役時間を計
測

「どらたん」で
自社センターの
荷待ち・荷役時間

を計測

実運送事業者

実運送事業者の一部の自社
ドライバーに対し計測依頼

＜実態把握・要因把握＞
• 配送先別にセンター出発時刻が決められていた
• 曜日別の繁閑差が生じており、繁忙日には午前

中の出荷準備が整わず、車両の待機時間が発生
• 後続の車両にも影響が出ていた。

＜改善の方向性＞
• 曜日別の出発時刻の調整・見直し

どらたんによる自社センターの配送車両の
待機・荷役時間の計測
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（３） ＤＸツール（どらたん）の利用事例③  

～拠点間輸送における荷待ち・荷役時間の取得～   

 

こちらは、荷主企業の関西と関東の拠点間における幹線輸送を対象に、荷待ち・荷

役時間の取得を目的として「どらたん」で計測しているものです。 

データを取得してみると、翌日配送の便で、関東拠点での待機時間がまれに多くか

かっていたことがわかりました。また、卸し先の到着指定時刻が 9：00と早いため、

関西での出発時刻が遅い場合には、休息期間（９時間）が十分に取れていないこと

がわかりました。荷主事業者へ着側の到着指定時刻を遅らせてもらう、元請運送事

業者と運行計画の見直しをするなどして、改善を進めています。 

 

以上が荷待ち・荷役時間の把握・短縮に向けた取組みとなります。 

 

※「休息期間」は、運転者が業務から完全に解放され、次の勤務に備えるための自

由時間のことで、法律上、勤務終了後、継続 11時間以上与えるよう努めることを基

本とし、継続９時間を下回らないものとされています。 

 

図 17．「どらたん」による傭車の配送センターにおける荷待ち・荷役時間の取得 

出所：ＮＸ総合研究所 作成 

 

 

おわりに 

 

以上、改正物効法のポイントから集配先の荷待ち・荷役と傭車管理の課題、運行業

務の可視化の重要性についてお伝えし、その解決のためのツールとして「どらたん」

のご紹介をさせていただきました。 

 

関西エリア

元請事業者

B運送事業者

A運送事業者

「どらたん」で
荷待ち・荷役時間を

計測

C運送事業者

配送先
（関東デポ）

NX
総合研究所

どらたん

DXツールの
導入

輸送業務委託

集荷先
（関西デポ）

DXツール
による
計測依頼

幹線輸送 関東エリア
「どらたん」で

荷待ち・荷役時間を
計測

実運送事業者

A、B、C運送事業者帰荷の
輸送

配車依頼

＜実態把握・要因把握＞
• 到着指定時刻があいまいで、順番待ちの発生、

待機時間が発生していた。

＜改善の方向性＞
• 運送事業者別の到着時間帯の指定
• 元請運送事業者との運行計画の見直し

どらたんによる幹線輸送における
荷待ち・荷役時間の計測

運行状況の把握
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2024年問題は、物流事業者だけでなく荷主事業者の責務も問われており、荷主事業

者も主導して荷待ち・荷役時間等の実態を把握し、改善に取組んで行く必要がある

かと思います。 

 

「どらたん」は、必要最低限の情報を安価で取得でき、LINEでドライバーの抵抗感

少なく、ライトな機能により手軽に利用ができます。改正物効法への対応と荷待ち・

荷役時間の把握、さらにはドライバーの労働時間改善として、ぜひ一度「どらたん」

をお試しください。 

 

どらたんホームページ：https://www.doratan.jp/ 

 

 

 

 

（この記事は 2025年６月 16日の情報をもとに書かれました。） 

 

 

 

［ろじたんお問合せ先］ 

株式会社ＮＸ総合研究所 

https://www.logitan.jp/ 

※ろじたんサイトのお問合せフォームよりご連絡ください 


